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(57)【要約】
【課題】毛髪用に有用な新規な組成物を提供すること。
【解決手段】本発明は、キュービック液晶を有効成分と
する毛髪用組成物に関する。本発明の毛髪用組成物に使
用されるキュービック液晶は、界面活性剤及び水、並び
に任意の油分、多価アルコール、補助界面活性剤を含ん
でいる。本発明は、さらに、キュービック液晶を有効成
分とする毛髪用組成物と、毛髪補修成分（例えばアミノ
酸）とを含む毛髪用化粧料、例えばヘアトリートメント
剤、に関する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キュービック液晶を有効成分とする毛髪用組成物。
【請求項２】
　キュービック液晶は非イオン性界面活性剤及び水を含んでいる、請求項１記載の毛髪用
組成物。
【請求項３】
　キュービック液晶は油分をさらに含んでいる、請求項２記載の毛髪用組成物。
【請求項４】
　キュービック液晶は多価アルコール及び/又は補助界面活性剤をさらに含んでいる、請
求項２記載の毛髪用組成物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項記載の毛髪用組成物と毛髪補修成分とを含んでいる、毛髪
用化粧料。
【請求項６】
　少なくとも０．５重量％の割合でキュービック液晶を含んでいる、請求項５記載の毛髪
用化粧料。
【請求項７】
　毛髪補修成分は、アミノ酸、ペプチド、ケラチン、Ｄ－パンテノール及びセラミド類よ
りなる群から選択される少なくとも１種である、請求項５記載の毛髪用化粧料。
【請求項８】
　ヘアトリートメント剤である、請求項５～７のいずれか１項記載の毛髪用化粧料。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛髪用化粧料、例えばヘアトリートメント剤として利用可能な新規組成物に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　リオトロピック液晶は、界面活性剤などの両親媒性分子に溶媒（主に水）を加えること
により得られる、構造的規則性を有する固体と液体の中間状態である。リオトロピック液
晶は、工業的用途の他、皮膚外用剤や化粧品の基材など、様々な用途に使用されている。
【０００３】
　現在までに、リオトロピック液晶又はリオトロピック液晶形成成分を含有する、種々の
毛髪用組成物が報告されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、スルフェート又はスルホネート型の合成陰イオン界面活性剤
、アルコール及び水を含む、リオトロピック液晶挙動を示す水性界面活性剤調製物が、ヘ
アケア配合物として使用できることが開示されている。
【０００５】
　特許文献２は、カチオン性界面活性剤、常温で固体の油分、粘土鉱物、及びノニオン性
高分子化合物を含有する、シャンプー組成物が記載されている。
【０００６】
　特許文献３は、水溶性又は分散性の陽イオン性非架橋付着ポリマーと界面活性剤とを組
み合わせることで調製される分散した凝集ポリマーのリオトロピック液晶が、改善された
毛髪及び皮膚のコンディションングをもたらすことが開示されている。
【０００７】
　特許文献４は、カチオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、高級アルコール、多価
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アルコール、油性成分及び水との組み合わせに、Ｌ－テアニンを併用することにより、コ
ンディショニング効果に優れたヘアコンディショニング組成物を提供できることが記載さ
れている。
【０００８】
　特許文献５は、ラメラ液晶から作られるエマルションとコンディショニング剤とを含む
、毛髪着色剤又は漂泊組成物の適用前のケラチン性繊維の前処理方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特表平０８－５１１８１７号公報
【特許文献２】特開２００４－３０７４６３号公報
【特許文献３】特表２００５－５２９１５９号公報
【特許文献４】特開２００８－２３１０３５号公報
【特許文献５】特表２００８－５１３５０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、毛髪用に有用な新規組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、毛髪に対するリオトロピック液晶の効果を探索する過程で、リオトロピ
ック液晶が採る特定の構造的規則性が毛髪への浸透性を顕著に高めることを見出し、本発
明を完成させるに至った。
【００１２】
　すなわち、本発明は以下の特徴を包含する。
（１）キュービック液晶を有効成分とする毛髪用組成物。
【００１３】
（２）キュービック液晶は非イオン性界面活性剤及び水を含んでいる、上記（１）記載の
毛髪用組成物。
【００１４】
（３）キュービック液晶は油分をさらに含んでいる、上記（２）記載の毛髪用組成物。
【００１５】
（４）キュービック液晶は多価アルコール及び/又は補助界面活性剤をさらに含んでいる
、上記（２）記載の毛髪用組成物。
【００１６】
（５）上記（１）～（４）のいずれかに記載の毛髪用組成物と毛髪補修成分とを含んでい
る毛髪用化粧料。
【００１７】
（６）少なくとも０．５重量％の割合でキュービック液晶を含んでいる、上記（５）記載
の毛髪用化粧料。
【００１８】
（７）毛髪補修成分は、アミノ酸、ペプチド、ケラチン、Ｄ－パンテノール及びセラミド
類よりなる群から選択される少なくとも１種である、上記（５）記載の毛髪用化粧料。
【００１９】
（８）ヘアトリートメント剤である、上記（５）～（７）のいずれか記載の毛髪用化粧料
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、毛髪用に有用な新規組成物が提供される。
【００２１】
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　本発明の毛髪用組成物は高い毛髪浸透効果を有するため、毛髪補修成分等をさらに配合
させることにより、優れたヘアトリートメント剤を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、試験例１に従って実施したフルオレセイン（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎｅ
）の毛髪浸透性試験の結果を示す毛髪断面図である。なお、Ｐ．Ｃ．はポジティブ・コン
トロールを示している。
【図２】図２は、試験例１に従って実施したフルオレセイン（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎｅ
）の毛髪浸透性試験の結果を示す毛髪内蛍光強度のグラフである。なお、ＰＣはポジティ
ブ・コントロールを示している。
【図３】図３は、実施例１の試験用組成物に使用した各成分及びその単純な混合物がフル
オレセイン（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎｅ）の毛髪浸透効果を有しないことを示す毛髪断面
図である。図中、「混合物」は、ＢＣ－１５　１．４％、流動パラフィン　０．７％、グ
リセリン　２％、及び水９５．９％の混合水溶液を示している。
【図４】図４は、実施例１の試験用組成物に使用した各成分及びその単純な混合物がフル
オレセイン（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎｅ）の毛髪浸透効果を有しないことを示す毛髪内蛍
光強度のグラフである。図中、「混合物」は、ＢＣ－１５　１．４％、流動パラフィン　
０．７％、グリセリン　２％、及び水９５．９％の混合水溶液を示している。
【図５】図５は、実施例２の試験用組成物に使用した各成分がフルオレセイン（Ｆｌｕｏ
ｒｅｓｃｅｉｎｅ）の毛髪浸透効果を有しないことを示す毛髪断面図である。
【図６】図６は、実施例２の試験用組成物に使用した各成分及びその単純な混合物がフル
オレセイン（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎｅ）の毛髪浸透効果を有しないことを示す毛髪内蛍
光強度のグラフである。
【図７】図７は、蛍光色素としてシアノコバラミン（Ｃｙａｎｏｃｏｂａｒａｍｉｎｅ）
を用いた場合の、実施例１の試験用組成物の毛髪浸透効果を示す毛髪断面図である。なお
、Ｐ．Ｃ．はポジティブ・コントロールを示している。
【図８】図８は、蛍光色素としてシアノコバラミン（Ｃｙａｎｏｃｏｂａｒａｍｉｎｅ）
を用いた場合の、実施例１の試験用組成物の毛髪浸透効果を示す毛髪内蛍光強度のグラフ
である。なお、ＰＣはポジティブ・コントロールを示している。
【図９】図９は、実施例１の試験用組成物の段階的希釈溶液の毛髪浸透効果を示す毛髪断
面図である。
【図１０】図１０は、実施例１の試験用組成物の段階的希釈溶液の毛髪浸透効果を示す毛
髪内蛍光強度のグラフである。
【図１１】図１１は、試験例に使用した蛍光色素（Ａ）フルオレセイン（Ｆｌｕｏｒｅｓ
ｃｅｉｎｅ）と、（Ｂ）シアノコバラミン（Ｃｙａｎｏｃｏｂａｒａｍｉｎｅ）の構造式
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、毛髪浸透効果を有する新規な毛髪用組成物（以下、本発明の毛髪用組成物と
も称する）に関する。本明細書でいう「毛髪浸透効果」とは、本発明の毛髪用組成物自体
が毛髪内へ浸透することの他、当該組成物中に配合された有効成分（例えば毛髪補修成分
）の毛髪内への浸透を促進することを含んでいる。
【００２４】
　本発明の毛髪用組成物はリオトロピック液晶を有効成分として含んでいる。リオトロピ
ック液晶は、様々な規則的構造を採ることが知られている。両親媒性物質／水、両親媒性
物質／油、及び、両親媒性物質／油／水の相図におけるリオトロピック液晶の形成は、よ
く知られた現象である。そのような液晶には、例えば、非連続キュービック相Ｉ１、ヘキ
サゴナル液晶相Ｈ１、連続キュービック相Ｖ１、逆連続キュービック相Ｖ２、ヘキサゴナ
ル液晶相Ｈ２、及び逆非連続キュービック相Ｉ２などのような、分子レベルでは流動体で
あるが著しい長距離秩序（ｌｏｎｇ－ｒａｎｇｅ　ｏｒｄｅｒ）を示す液晶相が含まれる
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。さらに、非ラメラであるが液晶相の長距離秩序を欠く多重に相互接続した二分子膜シー
トのバイコンティニュアス（両連続）ネットワークを含むＬ3相が含まれる。これらの相
は、その曲率に応じて、正（ｎｏｒｍａｌ；平均曲率が非極性領域を指向する）又は逆（
ｒｅｖｅｒｓｅｄ；平均曲率が極性領域を指向する）と記載することができる。
【００２５】
　本発明の毛髪用組成物は、キュービック液晶を有効成分として含んでいることを特徴と
する。本明細書で使用する用語「キュービック液晶」には、上述した、非連続キュービッ
ク相Ｉ１、連続キュービック相Ｖ１、逆連続キュービック相Ｖ２、及び逆非連続キュービ
ック相Ｉ２のいずれもが含まれる。リオトロピック液晶がキュービック液晶であるか否か
は当業者に公知の手法で確認することができる。例えば、偏光顕微鏡で光学組織像が観察
されないこと、及び小角Ｘ線回折法（ＳＡＸＳ）により詳細な長周期構造を解析すること
によって特定することができる。
【００２６】
　キュービック液晶は、主に両親媒性分子及び水から調製できるが、本発明においては、
油分、多価アルコール、補助界面活性剤など、他の成分をさらに含むように調製してもよ
い。
【００２７】
　キュービック液晶の調製に使用することができる両親媒性分子は、親水基と疎水基とを
有する任意の化合物であり、本発明においてはいずれの化合物を用いてもよい。好ましく
は、両親媒性分子として界面活性剤を使用する。
【００２８】
　本発明で使用できる界面活性剤は、水、及び必要に応じて油分、多価アルコール、補助
界面活性剤と組み合わせることでキュービック液晶を形成できるものであれば特に制限さ
れず、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤のいずれを用いて
もよい。好ましくは、非イオン界面活性剤を使用する。本発明の組成物にアミノ酸などの
イオン性物質を配合させる場合、界面活性剤としてイオン性界面活性剤を使用するとキュ
ービック液晶を適切に維持できず、良好な毛髪浸透効果が得られない可能性があるからで
ある。
【００２９】
　本発明で使用される非イオン界面活性剤は、エステル型、エーテル型、エステル・エー
テル型、及びアミノ酸系の非イオン界面活性剤のいずれであってもよい。例えば、これに
限定されるものではないが、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンアル
キルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンポリ
オキシプロピレンアルキルエーテル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エス
テル類、プロピレングリコール脂肪酸エステル、モノグリセリン脂肪酸エステル、ジグリ
セリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル
などが挙げられる。
【００３０】
　本発明で使用されるポリオキシエチレン硬化ヒマシ油は、酸化エチレンの平均重合度が
任意のものであることができる。好ましくは、酸化エチレンの平均重合度の下限は約１０
以上であり、酸化エチレンの平均重合度の上限は約２００以下である。好ましいポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油の例としては、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油４０、ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油６０及びポリオキシエチレン硬化ヒマシ油８０が挙げられる。な
お、この数字は、酸化エチレンの重合度を表し、例えば、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油４０は、酸化エチレンの平均重合度が４０であることを示す。
【００３１】
　本発明で使用されるポリオキシエチレンアルキルエーテルは、酸化エチレンの平均重合
度が任意のものであることができる。好ましくは、酸化エチレンの平均重合度の下限は約
１０以上であり、酸化エチレンの平均重合度の上限は約２０以下である。好ましいポリオ
キシエチレンアルキルエーテルの例としては、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリ
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オキシエチレンステアリルエーテル（ＰＯＥステアリルエーテルとも称する）、ポリオキ
シエチレンオクチルドデシルエーテル（ＰＯＥオクチルドデシルエーテルとも称する）及
びポリオキシエチレンイソステアリルエーテル（ＰＯＥイソステアリルエーテルとも称す
る）が挙げられる。
【００３２】
　本発明で使用されるポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルは、酸化エチレンの
平均重合度が任意のものであることができる。酸化エチレンの平均重合度の下限は約１０
以上であり、酸化エチレンの平均重合度の上限は約２０以下である。好ましいポリオキシ
エチレンソルビタン酸エステルの例としては、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエ
ート（ＰＯＥソルビタンモノオレエートとも称する）、ポリオキシエチレンソルビタンモ
ノラウレート（ＰＯＥソルビタンモノラウレートとも称する）、ポリオキシエチレンソル
ビタンモノステアレート（ＰＯＥソルビタンモノステアレートとも称する）、ポリオキシ
エチレンソルビタンモノパルミテート（ＰＯＥソルビタンモノパルミテートとも称する）
及びポリオキシエチレンソルビタントリオレート（ＰＯＥソルビタントリオレートとも称
する）が挙げられる。
【００３３】
　本発明で使用されるポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルは、酸
化エチレンの平均重合度が任意のものであることができる。好ましくは、ポリオキシエチ
レン部分の平均重合度の下限は約１０以上であり、ポリオキシエチレン部分の平均重合度
の上限は約２０以下である。好ましくは、ポリオキシプロピレン部分の平均重合度の下限
は約４以上であり、ポリオキシプロピレン部分の平均重合度の上限は約８以下である。好
ましいポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルの例としては、ポリオ
キシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロ
ピレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ポリ
オキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル及びポリオキシエチレ
ンイソステアリルエーテルが挙げられる。
【００３４】
　本発明に使用されるポリグリセリン脂肪酸エステルとしては、例えば、デカグリセリン
モノラウレート、デカグリセリンモノミリステート、デカグリセリンモノオレート及びデ
カグリセリンモノステアレートが挙げられる。
【００３５】
　本発明に使用されるショ糖脂肪酸エステル類としては、例えば、ショ糖ステアリン酸エ
ステル、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ糖ミリスチン酸エステル及びショ糖ラウリン
酸エステルが挙げられる。
【００３６】
　本発明に使用されるアミノ酸系界面活性剤は、これに限定されるものではないが、例え
ばこれに限定されるものではないが、例えばラウロイルグルタミン酸ジオクチルドデセス
－２、ラウロイルグルタミン酸ジオクチルドデセス－５、ラウロイルグルタミン酸ジステ
アレス－２、ラウロイルグルタミン酸ジステアレス－５、ＰＣＡイソステアリン酸ＰＥＧ
－３０水添ヒマシ油、ＰＣＡイソステアリン酸ＰＥＧ－４０水添ヒマシ油、ＰＣＡイソス
テアリン酸ＰＥＧ－６０水添ヒマシ油、ＰＣＡイソステアリン酸グリセレス－２５よりな
る群から選択することができる。
【００３７】
　本発明で使用される非イオン界面活性剤は、好ましくは、約１０以上のＨＬＢ値を有す
るものである。非イオン界面活性剤のＨＬＢ値が約１０を下回る場合には、適切にキュー
ビック液晶を調製できない虞がある。なお、本明細書で用いられる用語「ＨＬＢ値」とは
、親水性疎水性バランス（Ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｅ　Ｌｉｐｏｐｈｉｌｅ　Ｂａｌａｎｃｅ
）をいい、一般に、２０×ＭＨ／Ｍ（式中、ＭＨ＝親水基部分の分子量であり、Ｍ＝分子
全体の分子量である）により算出される。ＨＬＢ値は、分子中の親水基の量が０％のとき
０であり、１００％のとき２０である。ＨＬＢ値は、界面活性剤では界面活性剤分子を形
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成する親水性および疎水性の基の大きさと強さを表し、疎水性の高い界面活性剤はＨＬＢ
値が小さく、親水性の高い界面活性剤はＨＬＢ値が大きい。
【００３８】
　非イオン界面活性剤は上記の１種を単独で用いてもよいし、複数種を組み合わせて用い
てもよい。本発明の組成物において、好ましい非イオン界面活性剤として、例えばポリオ
キシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテルなどが挙げ
られる。
【００３９】
　本発明で使用することができる陽イオン界面活性剤は、アミン塩型、アルキル４級アン
モニウム塩型、環式四級アンモニウム塩型のいずれの陽イオン界面活性剤を用いてもよい
。具体的に、これに限定されるものではないが、ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミ
ド、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、臭化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化
ジアルキルジメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウムなどを挙げることができる。
【００４０】
　本発明に使用することができる陰イオン界面活性剤は、脂肪酸塩型、アルキルエーテル
カルボン酸塩型、アシル乳酸塩型、Ｎ－アシルサルコシン酸塩型、Ｎ－アシルグルタミン
酸塩型、Ｎ－アシルメチルアラニン塩型、Ｎ－アシルメチルタウリン塩型、アルカンスル
ホン酸塩型、α－オレフィンスルホン酸塩型、アルキルスルホコハク酸塩型、アシルイセ
チオン酸塩型、アルキル硫酸エステル塩型、アルキルエーテル硫酸エステル塩型、脂肪酸
アルカノールアミド硫酸エステル塩型、モノアシルグリセリン硫酸エステル塩型、ポリオ
キシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル塩型のいずれを用いてもよい。具体的に、
これに限定されるものではないが、ヤシ油脂肪酸カリウム、パルミチン酸ナトリウム、ポ
リオキシエチレンラウリルエーテル酢酸、ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸カリ
ウム、ステアロイル乳酸ナトリウム、ラウロイルサルコシントリエタノールアミン、ミリ
ストイルグルタミン酸カリウム、ヤシ油脂肪酸メチルアラニン、ラウロイルメチルアラニ
ントリエタノールアミン、ココイルメチルアミノエチルスルホン酸ナトリウム、テトラデ
センスルホン酸ナトリウム、スルホコハク酸ラウリル二ナトリウム、ヤシ油脂肪酸エチル
エステルスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミン、アルキルエーテル
硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン、硬化
ヤシ油脂肪酸グリセリル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸ト
リエタノールアミンから選択することができる。
【００４１】
　本発明で使用される水は、当業者に公知の任意の水であることができる。例えば、これ
に限定されるものではないが、水道水、蒸留水、イオン交換水、殺菌水などを使用するこ
とができる。
【００４２】
　本発明の毛髪用組成物において、両親媒性分子（例えば非イオン界面活性剤）と水の配
合量は適切にキュービック液晶が形成される量であり、当業者は適宜適切な量を選択する
ことができる。そのような配合量は、使用する両親媒性分子の種類に応じて変化する場合
があるが、例えば、両親媒性分子は５～８０重量％、好ましくは１０～４０重量％の範囲
であり、水は２０～９５重量％、好ましくは４０～８０重量％の範囲である。
【００４３】
　本発明で使用できる油分としては、小麦胚芽油やトウモロコシ油やヒマワリ油やダイズ
油などの植物油、シリコーン油、イソプリピルミリステートやグリセリルトリオクタノエ
ートやジエチレングリコールモノプロピレンペンタエリスリトールエーテルやペンタエリ
スリチルテトラオクタノエートなどのエステル油、スクアラン、スクアレン、流動パラフ
ィン、ポリブテンなどが挙げられる。油分は、１種を単独で用いてもよいし、複数種を組
み合わせて用いてもよい。本発明の毛髪用組成物に油分を配合する場合、その配合量は両
親媒性分子（例えば比イオン界面活性剤）の種類に応じて変化する場合があるが、本発明
の毛髪用組成物の総重量の０．１～３０重量％、好ましくは５～２０重量％の範囲である
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。
【００４４】
　本発明において、キュービック液晶が多価アルコールをさらに含む場合、キュービック
液晶の形成の容易化（相領域の拡大など）や安定化を図ることができる点で有用である場
合がある。本発明で使用することができる多価アルコールとしては、これに限定されるも
のではないが、ポリメチレングリコール、ポリエチレングリコールなどのポリアルキレン
グリコール、グリセリン、プロピレングリコール、１，３－プロパンジオール、２－ブテ
ン－１，４－ジオール、ペンタン－１，５－ジオール、２，２－ジメチルプロパン－１，
３－ジオール、３－メチルペンタン－１，５－ジオール、ペンタン－１，２－ジオール、
２，２，４－トリメチルペンタン－１，３－ジオール、２－メチルプロパン－１，３－ジ
オール、ヘキシレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコール
、ジエチレングリコール、トリエチレングリコールなどが挙げられる。多価アルコールは
１種を単独で用いてもよいし、複数種を組み合わせて用いてもよい。多価アルコールを使
用する場合、好ましくは、水及び多価アルコールの合計量が本発明の毛髪用組成物の総重
量の８０％を超えないことが好ましい。水及び多価アルコールの合計量が本発明の毛髪用
組成物の総重量の８０％を超えると、キュービック液晶が適切に形成されない虞があるか
らである。
【００４５】
　本発明において、キュービック液晶が補助界面活性剤をさらに含む場合、界面膜曲率を
低減させて、安定なキュービック液晶の形成の容易化を図ることができる点で有用である
場合がある。本発明で使用することができる補助界面活性剤としては、これに限定される
ものではないが、例えばコレステロール、フィトステロール、高級アルコールなどを挙げ
ることができる。補助界面活性剤を使用する場合、その配合量は、キュービック液晶の形
成を妨げない限り特に制限されない。例えば、補助界面活性剤は、本発明の毛髪用組成物
の総重量の０．１～１０重量％、好ましくは１～５重量％の範囲で配合することができる
。
【００４６】
　本発明の毛髪用組成物は、上記成分の他に、化粧品原料又は化粧品に通常用いられる水
性又は油性の付加成分を本発明の毛髪浸透効果を損なわない範囲で含んでいてもよい。そ
のような付加成分の例には、保湿剤や防腐剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、美容成分、ビ
タミン類、香料、保香剤、増粘剤、着色顔料、光輝性顔料、有機粉体、金属酸化物、ター
ル色素などが含まれる。
【００４７】
　本発明の毛髪用組成物は、その構成成分となる界面活性剤及び水、並びに任意の油分、
多価アルコール、補助界面活性剤等を、所定の温度において所定の比率で混合することに
より調製することができる。なお、必要に応じて構成成分を混合する前後に一時的に加温
するといった操作を行ってもよい。
【００４８】
　本発明の毛髪用組成物は、キュービック液晶構造内に水溶性、油溶性又は難溶性の物質
を取り込むことができると共に、毛髪に塗布した際にこれらの物質を毛髪内に浸透させる
ことができる。したがって、本発明はさらに、本発明の毛髪用組成物と他の有効成分とを
含む毛髪用化粧料（以下、本発明の毛髪用化粧料とも称する）に関する。
【００４９】
　本発明の毛髪用化粧料に配合される本発明の毛髪用組成物の量は、当該毛髪用化粧料が
毛髪補修成分の毛髪浸透効果を有する量である。具体的に、本発明の毛髪用化粧料中にキ
ュービック液晶が少なくとも０．５重量％の割合で配合されるように本発明の毛髪用組成
物を使用すればよい。
【００５０】
　本発明の毛髪用化粧料に使用することができる他の有効成分として、例えば毛髪補修成
分を挙げることができ、当該毛髪補修成分を含む毛髪用化粧料をヘアトリートメント剤と
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して提供することができる。本明細書で使用する用語「ヘアトリートメント剤」とは、毛
髪表面の改善に加えて、毛髪の内部に有用成分を浸透させて毛髪の状態を整えるヘアケア
化粧料をいう。
【００５１】
　本発明の毛髪用化粧料に使用することができる毛髪補修成分は、毛髪内に浸透させるこ
とが所望される任意の化合物であることができ、これに限定されるものではないが、アミ
ノ酸、ペプチド、ケラチン、Ｄ－パンテノール及びセラミド類などを挙げることができる
。
【００５２】
　本発明の毛髪用化粧料に配合される毛髪補修成分の量は、配合する毛髪補修成分の種類
に応じて変化する場合があるが、０．００１～１０重量％、好ましくは０．０１～５重量
％の範囲であることができる。
【００５３】
　以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明は本実施例に限定される
ものではない。
【実施例】
【００５４】
（１）試薬
　本試験で使用した試薬は以下の通りである。
ポリオキシエチルセチルエーテル　：　日光ケミカルズ社製ＮＩＫＫＯＬ　ＢＣ－１５　
（ＨＬＢ：１５．５）
ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル　：　花王ケミカル社製エマルゲン２０２
０Ｇ－ＨＡ　（ＨＬＢ：１３．０）
グリセリン　：　花王ケミカル社製濃グリセリン
流動パラフィン　：　カネダ社製ハイコール　Ｋ－２３０
スクワラン　：　日光ケミカルズ社製精製オリーブスクワラン
ＰＥＧ－６０水添ヒマシ油　：　日光ケミカルズ社製ＨＣＯ－６０（ＨＬＢ：１４．０）
レシチン　：　日光ケミカルズ社製Ｌｅｃｉｎｏｌ　Ｓ－ＧＦ
フィトステロール　：　コグニス社製Ｇｅｎｅｒｏｌ　１２２Ｎ　ＰＲＬ
フェノキシエタノール　：　クラリアントジャパン社製フェノキシエタノール
シリコーン系界面活性剤　：　東レ・ダウコーニング社製ＳＳ２８０４（ＨＬＢ：１３．
０）及びＳＳ２９１０（ＨＬＢ：４．０）
（２）液晶の特定方法
【００５５】
　試験組成物の液晶構造は、各成分の撹拌後の組成物を目視観察、偏光顕微鏡法観察及び
小角Ｘ線回析法を組み合わせて利用することにより特定した。
（３）試験用組成物の調製
[実施例１]
【００５６】
　本実施例では、ポリオキシエチレンセチルエーテル２８．０重量％、流動パラフィン１
４．０重量％、グリセリン４０．０重量％、精製水１８．０重量％からなるキュービック
液晶相組成物を調製した。
【００５７】
　具体的には、ポリオキシエチレンセチルエーテル、流動パラフィン、グリセリン、精製
水を上記重量比にて８０℃加熱混合溶解し、均一な混合物を得た後、温度を６０℃に下げ
ることで、透明なゲル状物質を得た。
【００５８】
　その後、偏光顕微鏡法観察及び小角Ｘ線回折法によって得られたゲル状物質がキュービ
ック液晶であることを確認した。以上のようにして、キュービック液晶からなる試験用組
成物を得た。
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[実施例２]
【００５９】
　本実施例では、ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル２７．６７重量％、スク
ワラン１３．２８重量％、グリセリン３９．８５重量％、精製水１９．２重量％からなる
キュービック液晶相組成物を調製した。
【００６０】
　具体的には、ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル、スクワラン、グリセリン
、精製水を上記重量比にて８０℃加熱混合溶解し、均一な混合物を得た後、温度を６０℃
に下げることで、透明なゲル状物質を得た。
【００６１】
　その後、偏光顕微鏡法観察及び小角Ｘ線回折法によって得られたゲル状物質がキュービ
ック液晶であることを確認した。以上のようにして、キュービック液晶からなる試験用組
成物を得た。
 [比較例１]
【００６２】
　本比較例では、ＰＥＧ－６０水添ヒマシ油３．５重量％、レシチン１０．０重量％、ス
クワラン２３．０重量％、精製水１３．９重量％、フィトステロール３．３重量％、グリ
セリン４６．０重量％、及びフェノキシエタノール０．３重量％からなるラメラ液晶相組
成物を調製した。
【００６３】
　具体的には、上記量のスクワラン、レシチン、フィトステロール、及びＰＥＧ－６０水
添ヒマシ油を混合し、８０℃で３０分間加熱して溶解させた。さらに上記量のグリセリン
を徐々に添加して混合した後、室温まで冷却した。さらに、上記量の水を徐々に添加して
混合し、ペースト状物質を得た。
【００６４】
　その後、偏光顕微鏡法観察及び小角Ｘ線回折法によって得られたペースト状物質がラメ
ラ液晶であることを確認した。以上のようにして、ラメラ液晶からなる試験用組成物を得
た。
[比較例２]
【００６５】
　本実施例では、２種類のシリコーン系界面活性剤ＳＳ２８０４及びＳＳ２９１０をそれ
ぞれ４０重量％、及び水２０重量％からなるラメラ液晶相組成物を調製した。
【００６６】
　具体的には、上記２種類のシリコーン系界面活性剤と精製水とを上記比率にて均一にな
るまで混合して、透明な組成物を調製した。
【００６７】
　その後、偏光顕微鏡法観察及び小角Ｘ線回折法によって得られた上記組成物がラメラ液
晶であることを確認した。以上のようにして、ラメラ液晶からなる試験用組成物を得た。
【００６８】
　実施例１～２及び比較例１～２に従って調製した試験用組成物の詳細は下記表１の通り
である。
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【表１】

【００６９】
（試験例１）毛髪浸透性試験
（１）毛髪用基剤の調製
　本試験例では、実施例１～２及び比較例１～２に従って調製した試験用組成物の毛髪浸
透効果を評価するために、以下を毛髪用基剤として用い、蛍光色素の毛髪浸透性の評価を
行った。
－実施例１で調製した試験用組成物の５％希釈水溶液
－実施例２で調製した試験用組成物の５％希釈水溶液
－比較例１で調製した試験用組成物の５％希釈水溶液
－比較例２で調製した試験用組成物の５％希釈水溶液
【００７０】
　また、実施例１及び２に従って使用した各成分と毛髪浸透性との関連性を評価するため
に、以下を毛髪用基剤として用い、蛍光色素の毛髪浸透性の評価を行った。下記水溶液中
の各成分濃度は、実施例１又は２で調製した試験用組成物の５％希釈水溶液中に含まれる
対象成分の濃度と同等になるように選択されている。
－水
－１．５％　ＢＣ－１５水溶液
－１．３８％　ＥＯＤ水溶液
－２％　グリセリン水溶液
－０．７％　流動パラフィン水溶液
－０．６６％　オリーブスクワラン水溶液
－ＢＣ－１５　１．４％、流動パラフィン　０．７％、グリセリン　２％、及び水９５．
９％の混合水溶液
【００７１】
　なお、ポジティブ・コントロール（Ｐ.Ｃ.）として毛髪浸透効果を有することが知られ
るシクロヘキサンジカルボンサンビスエトキシジグリコール（特開第２００９－３５４９
７号参照）２％水溶液を使用した。
（２）毛髪試料の作製
【００７２】
　毛髪（株式会社ビューラックス製人毛（黒１００％根元揃え）ＢＳ－Ａ）を２．５％ポ
リオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム水溶液にて洗浄し、完全に乾燥させた
毛髪を未処理毛とした。
【００７３】
　２．５％アンモニア水と５％過酸化水素水の１：１混合溶液で未処理毛を処理し、３分
間流水洗浄を行い、ドライヤーで乾燥させた。その後、コームで１００回ブラッシング処
理を行った毛髪をブリーチ毛とした。
（３）毛髪浸透性試験
【００７４】
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　蛍光色素フルオレセイン（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎｅ：分子量３５０）を０．１％含む
上記（試験例１）（１）に従って調製した各毛髪用基剤にブリーチ毛を１５分間浸漬した
後、５分間流水洗浄した。洗浄後、ドライヤーにて毛髪を乾燥させ、毛髪をＯＣＴコンパ
ウンド（サクラ社製Ｔｉｓｓｕｅ－Ｔｅｋ）に包埋し、凍結ブロックを作製した。５μｍ
厚で切片を作製後、毛髪に浸透した蛍光色素を共焦点顕微鏡（Ｌｅｉｃａ社製ＴＣＳ－Ｓ
Ｐ５）を用いて観察及び画像解析をし、蛍光強度の測定を行った。その画像を図１、３及
び５に示し、毛髪内の蛍光強度の測定グラフ相対値（平均値）を図２、４及び６に示す。
【００７５】
　実施例１で調製した試験用組成物の５％希釈水溶液については、さらに、色素シアノコ
バラミン（Ｃｙａｎｏｃｏｂａｒａｍｉｎｅ：分子量１３５５）を用いて上記と同様の試
験を行った。その結果を図７及び８に示す。
【００７６】
（４）結果
　実施例１及び２の５％希釈水溶液において、蛍光色素の毛髪浸透性の増加が認められ、
比較例１及び２においては蛍光色素の毛髪浸透性の増加が認められなかった（図１及び２
参照）。その結果、キュービック液晶（実施例１及び２）、Ｐ.Ｃ.、ラメラ液晶（比較例
１及び２）の順で毛髪浸透効果があることが認められた。
【００７７】
　また、液晶の構成成分単独での毛髪浸透効果の検討では、実施例１及び２で調製した液
晶の構成成分単独では蛍光色素の毛髪浸透性の増加が認められなかった（図３～６参照）
。特に、実施例１で調製した試験用組成物の５％希釈水溶液と同一組成である混合物（液
晶未形成混合物）の毛髪浸透効果の検討では、液晶の希釈水溶液に比べ、蛍光色素の毛髪
浸透性の増加は認められなかった（図３、４参照）。したがって、キュービック液晶が毛
髪浸透効果の効果主体であることが示された。
【００７８】
　さらに、実施例１の試験用組成物の５％希釈水溶液により、５％シアノコバラミン（分
子量１３５５）においても毛髪浸透が認められた（図７及び８参照）。フルオレセインと
シアノコバラミンの構造は大きく異なることから、実施例１の試験用組成物が有する毛髪
浸透効果は分子構造に依存しないことが予測された。
（試験例２）毛髪浸透効果の濃度依存性の検証
【００７９】
　本試験例は、実施例１に従って調製した試験用組成物が有する毛髪浸透効果の濃度依存
性を検証するために行った。
【００８０】
　具体的には、実施例１の試験用組成物の０．１％、０．５％、１％、３％、５％希釈水
溶液を調製し、当該各希釈水溶液を毛髪用基剤として用いて、（試験例１）と同様の手順
で、蛍光色素フルオレセイン（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎｅ：分子量３５０）の毛髪浸透性
評価を行った。
【００８１】
　その結果を図９及び１０に示す。図９及び１０から明らかな通り、試験用組成物の濃度
が増加するにつれ、蛍光色素の毛髪浸透性の増加が認められ、０．５ｗｔ％以上の濃度で
統計的有意差が認められた。このことは、少なくとも０．５ｗｔ％の割合でキュービック
液晶を含有させることで、毛髪浸透性に優れた毛髪用基剤が提供できることを示している
。
（処方例１：ヘアシャンプーの製造）
【００８２】
　以下の組成表に従って、本発明の毛髪用組成物を含むヘアシャンプーを製造する。
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【表２】

【００８３】
　製造工程の例は以下の通りである：
―室温でＡをＢに分散させる
―分散液をＣに加え８０℃で加熱する
―均一に溶解した、撹拌しながらＤを加える
―均一になるように撹拌しながら室温まで冷却する
―１０％クエン酸溶液でｐＨ５．３に調整する
―残りの水を加え、均一に混合する
―Ｆを加えて撹拌し、ヘアシャンプーを得る
【００８４】
（処方例２：アウトバストリートメントの製造）
　以下の組成表に従って、本発明の毛髪用組成物を含むヘアシャンプーを製造する。

【表３】

【００８５】
　製造工程の例は以下の通りである：
―Ａを混合し、ポリマーを充分に水に膨潤させる。
―Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｆをそれぞれ個別に混合する
―撹拌しながらＡにＢを加えてゲル化させる
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―さらに撹拌しながらＣを徐々にゲルに加え、乳化させる
―十分に撹拌しながらＤ、Ｅ、Ｆの順で加える
―残りの水を加える
―Ｇを加えて撹拌し、アウトバストリートメントを得る
（処方例３：ヘアコンディショナーの製造）
【００８６】
　以下の組成表に従って、本発明の毛髪用組成物を含むヘアコンディショナーを製造する
。
【表４】

【００８７】
　製造工程の例は以下の通りである：
―Ａ及びＢを８０℃で個別に均一に溶解させる
―ＢをＡに徐々に加え、十分に撹拌して乳化させる
―粘度が出るまで５０℃でゆっくり撹拌しながら冷却する
―個別に混合したＣを加え、撹拌しながら室温まで冷却する
―Ｄを添加してｐＨ４．０に調整する
―残りの水を加えて撹拌する
―Ｅを加えて撹拌し、ヘアコンディショナーを得る
【００８８】
（処方例４－ヘアウォーターの製造）
　以下の組成表に従って、本発明の毛髪用組成物を含むヘアウォーターを製造する。
【表５】

【００８９】
　製造工程の例は以下の通りである：
―ＡからＣを均一に溶解させる
―均一になったＡからＣにＤを徐々に加え、十分に撹拌する
―Ｅ、Ｆを加えて撹拌し、ヘアウォーターを得る
（処方例５－ヘアオイルの製造）
【００９０】
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　以下の組成表に従って、本発明の毛髪用組成物を含むヘアオイルを製造する。
【表６】

【００９１】
　製造工程の例は以下の通りである：
―Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを常温で均一に混合・溶解し、ヘアオイルを得る
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明によれば、毛髪用として有用な新規組成物が提供される。
【００９３】
　本発明の組成物は、化合物の毛髪への浸透性を高める性質を有するため、例えば毛髪補
修成分を配合することで、有用な毛髪用化粧料を提供することができる。

 

【図１】 【図２】
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